
魚津市告示第92号 

 

 魚津市一般廃棄物収集運搬業者支援事業補助金交付要綱を次のように定め

る。 

 

  令和２年８月19日 

 

                     魚津市長  村椿  晃 

 

 

魚津市一般廃棄物収集運搬業者支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、魚津市補助金等交付規則（平成２年魚津市規則第６号）

第21条の規定に基づき、魚津市一般廃棄物収集運搬業者支援事業補助金（以

下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「一般廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）第２条第２項に規

定する産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

（補助金の交付） 

第３条 市長は、新型コロナウィルス感染症防疫のため、令和２年４月１日

から令和３年２月28日までの期間に一般廃棄物収集運搬車両に配備する備

品、消耗品及び一般廃棄物収集運搬業務に従事する作業員の防護服等（以

下「物品」という。）を購入する一般廃棄物収集運搬業者に対し、予算の

範囲内において補助金を交付するものとする。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる一般廃棄物収集運搬業者は、次の各号の

いずれにも該当するものとする。 

（１） 法第７条第１項の規定により魚津市長の許可を得た者 

 （２） 市税の滞納がない者 

（補助対象経費等） 

第５条 補助対象経費、補助率及び補助金の限度額は、別表に定めるところ

による。 

２ 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、魚津市一般廃棄物収集運搬業



者支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

（１） 見積書の写し 

（２） 完納証明書の写し 

（３） その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、補助金の交付を決定するものとする。 

（交付の条件） 

第８条 補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。 

 （１） 補助事業の内容を変更する場合は、市長の承認を受けること。 

 （２） 補助事業を中止し、又は、廃止する場合においては、市長の承認

を受けること。 

 （３） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は、当該補助事業

の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告して、その

指示を受けること。 

（実績報告） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、事

業完了後30日以内又は令和３年３月31日のいずれか早い日までに魚津市一

般廃棄物収集運搬業者支援事業補助金実績報告書（様式第２号）に次に掲

げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１） 領収書の写し 

（２） 物品納入を証する写真等 

（３） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の返還） 

第10条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が、補助金を目的以外に使

用したとき、又はこの要綱に違反したときは、補助金の交付の決定の全部

又は一部を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命ず

ることができる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和３年３月31日限り、その効力を失う。 

  

 



別表（第５条関係） 

補助対象経費 補助率 補助金の限度額 

一 般 廃 棄 物 収
集 運 搬 車 両 に
配 備 す る 備 品
及 び 消 耗 品 に
係る経費 

消毒液、消毒液タ
ンクほか 
 

５分の４ 
一 般 廃 棄 物 収 集 運
搬 車 両 １ 台 当 た り
10万円 

一 般 廃 棄 物 収
集 運 搬 業 務 に
従 事 す る 作 業
員 が 使 用 す る
消 耗 品 に 係 る
経費 

防護服、手袋、ゴ
ーグル、シューズ
カバーほか 

その他、市長が補助対象として認め
る経費 

※上記経費には設置費用を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第６条関係） 

  年  月  日 

 

魚津市長     あて 

 

 

  所在地 

              法人名               

代表者名            印 

 

                

 

 

魚津市一般廃棄物収集運搬業者支援事業補助金交付申請書 

 

一般廃棄物収集運搬事業に係る新型コロナウィルス感染症防疫に必要とな

る物品を購入したいので、魚津市一般廃棄物収集運搬業者支援事業補助金 

金       円を交付されるよう魚津市一般廃棄物収集運搬業者支援事

業補助金交付要綱第６条の規定により、次の関係書類を添えて申請します。 

 

 

関係書類 

１ 物品購入計画書（別紙１） 

２ 見積書の写し 

３ 完納証明書の写し 



                               別紙１ 

物品購入計画書 

 

１ 物品購入計画 

補助対象物品名 
購入予定 

年月日 
備考（数量等） 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

２ 予算書 

補助対象物品名 予算額 補助申請額 自己負担額 

  

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

円 

 

  

円 

  

円 

  

円 

 

計 

 

円 

 

円 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 感染症防疫対応をする一般廃棄物収集運搬車両 

車両名 自動車登録番号 最大積載量（kg） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

４ 一般廃棄物収集運搬業務に従事する作業員名 

氏  名 氏  名 氏  名 

   

   

   

   

   

   

   

   

 



様式第２号（第９条関係） 

  年  月  日 

 

 

魚津市長         あて 

 

     所在地   

     法人名   

                  代表者名           印 

 

                  

魚津市一般廃棄物収集運搬業者支援事業補助金実績報告書 

 

 

  年  月  日付け魚津市指令  第   号で交付決定し

た魚津市一般廃棄物収集運搬業者支援事業補助金について、魚津市一般廃棄

物収集運搬業者支援事業補助金交付要綱第９条の規定により、その実績を次

の関係書類を添えて報告します。 

 

 

関係書類 

１ 物品購入実績報告書（別紙１） 

２ 領収書の写し 

３ 物品納入を証する写真等 



                               別紙１ 

物品購入実績報告書 

 

１ 納入年月日         年  月  日 

 

２ 物品購入費の総額  金         円 

 

３ 物品購入実績報告 

補助対象物品名 精算額 
補助交付額 

(決定額) 
自己負担額 

  

     円 

 

 

  

 

    円 

 

    

 

 

    

       

 

      円 

    

 

  

     円 

  

     円 

  

       円 

    

     計 

 

       円 

 

    円 

 

     円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


